
仕 様 書

件 名
奄美駐屯地

仮設プレハブリース

作成年月日

所 属

令和 ７年 ３月１０日

奄美警備隊 ２等陸曹 岩永剛幸

１ 場 所

鹿児島県奄美市名瀬大字大熊字中畑ヶ266番49号

陸上自衛隊奄美駐屯地

２ リース期間

令和７年４月８日～令和８年２月２８日

３ 設置日及び撤去日

(1) 設置日 令和７年４月７日まで

(2) 撤去日 令和８年３月１日～３月３１日の間

４ 設置概要

(1) プレハブ（倉庫）

構造：Ｓ－１ 12.96㎡（2.4ｍ×5.4ｍ）×３棟

(2)  屋内外付帯設備

エアコン：１棟につき１台、台風養生方塊（Ｗ６００）×３棟分

５ 解体概要

(1) プレハブ（倉庫）の解体・撤去

(2) 屋外外付帯設備撤去・復旧

６ 一般事項
（1） 本役務は、本仕様書によるほか国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築（改修）工事

標準仕様書（建築工事編、機械設備工事編、電気設備工事編）、建築改修工事監理指針」、
メーカー仕様、並びに関係諸法規によるものとする。

（2） 請負者は、作業にあたっては火災予防、安全管理に十分注意を払うものとし、請負者の
責任において万全な対策を講じるものとする。

（3） 本役務において、既存施設等に損傷を与えた場合は請負者の負担において速やかに原状
に復旧させるものとする。

(4) 本仕様書に記載事項といえども、技術上実施すべき事項については、請負者の負担にお
いて実施するものとする。

(5) 本仕様書及び作業に際し、疑義を生じた場合は、係官と協議の上実施するものとする。
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６ 特記事項

(1) プレハブは、各メーカーの仕様書によるリース品とする。

(2) 設置後引き渡しに際し、使用者の代表に当該物件の主要な設備等について、取り

扱い説明を行い、鍵の引き渡しを行うものとする。

(3) 撤去時には、全ての器材を場外に搬出して跡地整備を実施すること。
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